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(57)【要約】
【課題】簡単な操作で、所定の位置に被写体の顔が写っ
ている所定の寸法の画像を高速に作成することが可能な
画像作成システムおよび方法を提供。
【解決手段】画像作成システム10は、操作部12、制御部
14、撮影部16、表示部18、記憶部20、画像編集部22、印
刷部24を含み、撮影部16で被写体30の顔を撮影する際、
撮影画像データを動画として表示部18に表示し、この表
示部18の表示を見ている操作者28によって操作部12を介
して一度に特定されて本撮影モードでの駆動の指示と共
に入力された基準点を基にして、画像編集部22で倍率お
よびトリミング領域を算出して、所定の大きさで所定の
位置に被写体30の顔が写っている所定の大きさの編集画
像を作成し、この編集画像を印刷部24で所定の用紙に印
刷する。よって高度のプログラムを必要とせず、簡単な
操作で編集画像を作成することが可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影して画像データを作成する撮影手段と、該画像データを表示画面に出力す
る出力手段と、該画像データを記憶する第１の記憶手段と、該撮影手段を制御する制御手
段とを含み、前記撮影手段は該画像データを動画として該出力手段に出力する予備撮影モ
ード、または前記画像データを第１の記憶手段に記憶する本撮影モードで駆動し、該本撮
影モードでの駆動により得られた画像データから、前記被写体の顔画像が所定の大きさで
所定の位置に位置している編集画像データを作成する画像作成システムにおいて、該シス
テムは、
　該編集画像の寸法に関する第１の情報、および該編集画像における該被写体の顔画像の
位置に関する第２の情報を記憶する第２の記憶手段と、
　前記予備撮影モードでの駆動時に、前記表示画面に出力された前記被写体の顔画像にお
ける第１の基準点、第２の基準点を実質的に同時に特定する第１の操作手段と、
　前記本撮影モードでの駆動の指示、ならびに第１の基準点および第２の基準点の読み込
み開始の指示を前記制御手段に入力する第２の操作手段と、
　第１の情報、第２の情報、第１の基準点、および第２の基準点を基にして、倍率および
トリミング領域を算出して、前記編集画像データを作成する画像編集手段を有することを
特徴とする画像作成システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像作成システムにおいて、第１の基準点は前記被写体の頭画像にお
ける頭の頂部であり、第２の基準点は該被写体の顔画像における顎の先端部であることを
特徴とする画像作成システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、第１の操作手段は、第１の基準点と対応する第１
の対応点と、第２の基準点と対応する第２の対応点とを含んで前記表示画面内で自在に移
動、拡大または縮小する入力用図形を用いて、第１の基準点および第２の基準点を実質的
に同時に特定することを特徴とする画像作成システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記入力用図形は、円形であることを特徴とする
画像作成システム。
【請求項５】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記入力用図形は、垂直線を有することを特徴と
する画像作成システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、第１の操作手段および第２の操作手段は、同じで
あることを特徴とする画像作成システム。
【請求項７】
　制御手段によって制御される撮影手段を、被写体を撮影して作成した画像データを記憶
手段に記憶する本撮影モードで駆動し、該画像データから、該被写体の顔画像が所定の大
きさで所定の位置に位置している編集画像データを作成する画像作成方法において、該方
法は、
　前記撮影手段が、前記画像データを動画として出力手段の表示画面に出力する予備撮影
モードで駆動している時に、該表示画面に出力された前記被写体の顔画像における第１の
基準点、第２の基準点を実質的に同時に特定する第１の工程と、
　前記撮影手段を本撮影モードで駆動させる指示、ならびに第１の基準点および第２の基
準点の読み込み開始の指示を前記制御手段に入力する第２の工程と、
　第１の情報、第２の情報、第１の基準点、および第２の基準点を基にして、倍率および
トリミング領域を算出して、前記編集画像データを作成する第３の工程とを有することを
特徴とする画像作成方法。
【請求項８】
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　請求項７に記載の方法において、第２の工程は、第１の基準点と対応する第１の対応点
と、第２の基準点と対応する第２の対応点とを含んで前記表示画面内で自在に移動、拡大
または縮小する入力用図形を用いて、第１の基準点および第２の基準点を実質的に同時に
特定することを特徴とする画像作成方法。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の方法において、第２の工程は、１回の操作によって、前記本
撮影モードでの駆動の指示、ならびに第１の基準点および第２の基準点の読み込み開始の
指示を前記制御手段に入力することを特徴とする画像作成方法。
【請求項１０】
　請求項７ないし９のいずれかに記載の方法において、該方法はさらに、前記編集画像デ
ータを紙に印刷する第４の工程を含むことを特徴とする画像作成方法。
【請求項１１】
　請求項７ないし１０のいずれかに記載の画像作成方法の各過程をコンピュータに実行さ
せるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像作成システム、および画像作成方法に関し、とくに詳細には、人物の顔が
ある決められた寸法でおよび位置に写っている画像を作成する画像作成システム、および
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパスポート、免許証あるいはその他の証明書等の交付申請のために、または履歴
書への添付のためには、定められた寸法の写真であって、定められた大きさの顔が写って
いる写真、いわゆる証明写真が必要となる。このため、従来よりさまざまな画像作成シス
テム、および画像作成方法等が提供されてきた。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、人物の顔に相当する顔領域を含む原画像データを取得し、証
明写真などの用途に応じて形状やサイズ等の決まった画像を自動的にかつ適切に切り出し
て出力する画像作成システムが開示され、また特許文献２には、撮影により作成された画
像から自動的に証明写真のサイズに応じたトリミングを行うプログラムを有し、誤認識し
た場合には手動で修正することができるトリミング処理方法および装置ならびにプログラ
ムが開示されている。
【特許文献１】特開平２００３－１８７２５７号公報
【特許文献２】特開平２００５－２４４５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示された方法では、撮影した後の画像に対してトリミングを行
うため、例えば、連続的に処理することが難しく、高速に処理を行うことが困難であると
いう問題があった。また特許文献２に開示された方法では、顔の位置を自動で認識するた
め、高度で複雑なプログラムが必要であり、開発にコストがかかったり、装置が複雑にな
るという問題があった。また特許文献２に開示された方法では、誤認識があった場合には
、手動で修正しなければならないため、高速処理が困難になるという問題があった。
【０００５】
　本発明はこのような従来技術の欠点を解消し、簡単な構成および操作で、所定の位置に
被写体の顔が写っている所定の寸法の画像を高速に作成することが可能な画像作成システ
ムおよび方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上述の課題を解決するために、本発明による画像作成システム、および画像作成方法で
は、記憶部に作成したい画像の縦、横の寸法、および、画像における被写体の顔の位置に
関する位置情報を予め登録しておき、倍率の計算やトリミングに必要な被写体の顔におけ
る基準点、例えば頭の頂点の位置と顎の先端の位置を操作者が被写体の顔画像を見ながら
一度に特定し、シャッタを切るのと実質的に同時にこの基準点を処理装置に入力する。そ
の後、登録されている画像の寸法、および画像における被写体の顔の位置情報と、撮影に
よって入力された被写体の顔の位置情報とを用いて、トリミング処理、および倍率の算出
を行い、所定の大きさの顔が写った、所定の寸法の画像を作成する。
【０００７】
　被写体の顔における基準点の入力は、例えば、操作画面上で自在に移動、拡大、および
縮小が可能な、入力用図形を用いて行うことが可能である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、被写体の顔画像を見ながら基準点を特定できるため、修正作業にかか
る時間を軽減することが可能である。また１回の操作によって複数の基準点を同時に特定
することが可能であるため、操作者の作業負担を減らすことが可能になって、高速な処理
が可能、すなわち短い時間で所望の画像を得ることが可能である。また本発明では、顔の
位置を自動で検出する必要が無く、高度なプログラムを必要としないため、簡単な構成に
することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に添付図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。図１は、本発明による画像
作成システム10を概略的に示したブロック図である。また図２は、図１に示す画像作成シ
ステムを用いて撮影を行う環境を概念的に示した図である。図２において図１と同じ参照
符号は同様の構成要素を示す。
【００１０】
　図１、図２において、本発明の画像作成システム10は、操作部12、制御部14、撮影部16
、表示部18、記憶部20、画像編集部22、印刷部24を含み、撮影部16で被写体30の顔を撮影
する際、撮影部16を予備的な撮影モードで駆動することにより連続的に作成される撮影画
像データを表示部18に表示し、この表示部18の表示を見ている操作者28によって操作部12
を介して一度に特定され本撮影モードでの駆動の指示と共に入力される被写体30の顔画像
における２つの基準点、ならびに予め記憶部20に記憶されている、作成するべき画像の大
きさ、およびこの画像における被写体30の顔画像の位置を基にして、画像編集部22で倍率
およびトリミング領域を算出して所定の大きさで所定の位置に被写体30の顔が写っている
所定の大きさの編集画像を作成し、この編集画像を印刷部24で所定の用紙に印刷するもの
である。なお本発明の理解に直接関係のない部分は、図示を省略し冗長な説明を避ける。
【００１１】
　なお図１、および図２に示す例では、制御部14、表示部18、記憶部20および画像編集部
22が、演算用の回路を備えた電子計算機等の処理装置32に含まれているが、本発明はこれ
に限定するわけではなく、各部がどこに含まれてどのように実現されるかは任意に決める
ことが可能である。例えば記憶部20は、フレキシブルディスクやUSBメモリ等のように外
付けの記憶手段であってもよいし、また例えば表示部18は処理装置32に有線または無線で
接続する表示装置であってもよい。さらに例えば、撮影部16に、制御部14、表示部18、記
憶部20および画像編集部22を含めてもよいし、また例えば１つの装置の中にすべてを組み
込んで、画像作成システム10を１つの装置で実現することも可能である。なお本発明はこ
れらに限定するわけではない。また処理装置32は、画像編集に必要な演算が可能であれば
、任意のものであってよい。
【００１２】
　図１において、操作部12は、図２に示すように操作者28の指示が入力される手操作装置
であり、操作者28の手操作状態に応じて、操作信号40を制御部14に供給するものである。
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例えば本実施例では手操作装置は処理装置32にケーブル42を介して接続しているホイール
マウス44であり、ホイールマウス44のクリック、スクロールまたはドラッグ・アンド・ド
ロップ操作等に応じた操作信号40を制御部14に供給している。また本実施例では、操作者
28は、表示部18に表示された被写体30の顔画像を見ながらホイールマウス44を操作して、
被写体30の顔画像における２つの基準点、すなわち本実施例では、頭部の頂点と顎の先端
点とを一度に特定する。この特定した２つの基準点は、本撮影モードでの駆動の指示と共
に処理装置32に入力される。各信号はその現れる接続線の参照番号で特定する。
【００１３】
　なお本実施例では手操作装置として有線のホイールマウス44を採用しているが、本発明
はこれに限定するわけではなく、制御部14に操作者28の指示を入力することが可能であれ
ば任意の装置を採用することが可能である。例えば、無線で接続するマウスであってもよ
いし、またジョイスティックやタッチパネル方式等であってもよい。なお本発明はこれら
に限定するわけではない。
【００１４】
　制御部14は、画像作成システム10全体を統括、制御するものである。例えば本実施例で
は操作部12から供給される操作信号40に応動して、画像作成システム10における各部に制
御信号を供給し、撮影部16、表示部18、記憶部20、画像編集部22、および印刷部24に必要
な処理を行わせる。例えば制御部14は、撮影部16に制御信号48を供給し、撮影を開始また
は終了させる。また表示部に制御信号50を供給し、所定の表示を行わせる。
【００１５】
　撮影部16は、所望の被写界像を取り込んで撮影部16に入射する公知の光学系（図示せず
）を含み、光学系を介して入射された入射光により撮影を行って、撮影画像データ52を作
成するものである。なお撮影部16は、光学系以外に任意のものを含んでいてよく、例えば
閃光を提供する発光部等が挙げられるが、本発明はこれに限定するわけではない。
【００１６】
　撮影部16は公知のものを用いて構成し、また公知の方式を採用して撮影を行うことが可
能である。例えば本実施例では、撮影部16は固体撮像素子を有するデジタルカメラ54であ
り、固体撮像素子で入射された入射光を光電変換することによって撮影画像データ52を作
成し、処理装置32とケーブル56を介して接続していて、この撮影画像データ52を処理装置
32に供給している。また本実施例の光学系は、デジタルカメラ54が有する、図示しないレ
ンズ、絞り調整機構、シャッタ機構、ズーム機構、自動焦点（Automatic Focus : AF）調
整機構、および自動露出（Automatic Exposure : AE）調整機構等であって、制御部14か
らの制御によって、レンズ、自動焦点調整機構、自動露出調整機構が駆動して、所望の像
を取り込んで撮影部16に入射する。
【００１７】
　また本実施例における撮影部16は、図２に示すように、被写体30の顔の水平方向の延長
線上に脚立60等によって固定され、被写体30の顔を撮影する。被写体30は、所定の位置に
設けられた椅子62に座った状態で撮影される。なお本発明は椅子62に座った状態での撮影
に限定するわけではなく、例えば立った状態で撮影を行ってもよい。本実施例では、デジ
タルカメラ54のレンズ画角αは広く、撮影の際では、被写体30の背面にある壁64の高さ60
cm～170cm程度の範囲をカバーする。よって、被写体30が椅子62に座ったときには、少な
くとも頭部から胸部までを撮影することが可能であり、被写体30の身長に依存しない撮影
が可能である。
【００１８】
　また撮影部16は、記憶部20に1枚の画像として記憶される本撮影モードでの駆動、およ
びこの本撮影モードでの駆動の前後に、連続的に撮影画像データ52を作成して表示部18の
表示画面26にスルー画像表示する、いわゆる動画モードまたは予備的な撮影モードで駆動
することができる。なお本発明は、この２つのモードでの駆動に限定するわけではなく、
撮影部16を任意のモードで駆動することが可能であり、例えば、自動的に焦点を合わせる
自動焦点調整モードや、自動的に露出する自動露出調整モード等で駆動してもよく、また
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例えば、予備的な撮影モードで駆動する際等に、画素を間引いたり、電源電圧や水平駆動
パルスの振幅を下げたりして省エネルギーを図ることも可能である。なお本発明はこれに
限定するわけではない。
【００１９】
　表示部18は、制御部14によって制御され、記憶部20に記憶されている情報や撮影部16で
作成された画像を表示するものである。本実施例では表示部18は、ディスプレイ等の表示
画面26を含む表示装置であり、この表示画面26に、撮影部で作成された撮影画像データ52
、および操作部12での操作を支援するアイコンやツールバー等を重畳して表示している。
なお本発明はこれに限定するわけではなく、任意のものを表示部18に表示させることが可
能である。
【００２０】
　記憶部20は、撮影によって作成しようとする画像、すなわち本実施例では証明写真の寸
法に関する情報66と、この画像における被写体の顔の位置、および大きさに関する情報68
とを記憶する記憶回路である。本実施例では、図３に示すような、証明写真70の垂直方向
、および水平方向の長さ72、74、ならびに証明写真70における被写体の顔の位置および大
きさに関するデータが記憶されている。図３では、一例として、パスポート申請用写真の
規格を示している。なお本発明はこれに限定するわけではなく、記憶部20は任意の規格を
記憶することが可能であり、証明写真以外の規格であってもよい。また記憶部20に記憶さ
れる寸法等の情報66、68は、１つの証明写真の規格に限定するわけではなく、複数あって
よい。例えば、履歴書用の規格や自動車運転免許の規格等を記憶部に記憶しておくことも
可能である。なお本発明はこれらに限定するわけではない。
【００２１】
　図３において、パスポート申請用写真70は、その垂直方向の長さ72が45mm、水平方向の
長さ74が35mmと規定され、また写真における上辺76から頭の頂部78までの距離80が4mmプ
ラスマイナス2mm、頭の頂部78から顎の先端82までの距離84が34mmプラスマイナス2mm、顔
の水平方向の中央86から写真の図３における左辺88までの距離90が17mmプラスマイナス2m
mと規定されている。よって記憶部20は、これらの長さ72、74および距離80、84、90を記
憶している。このような記憶部20は、任意に書き換え可能であってよく、また記憶部20に
記憶されている、作成する写真、すなわち画像の寸法に関する情報66、および被写体の顔
画像の位置に関する情報68も、状況に応じて更新したり消去したりすることが可能である
。
【００２２】
　また本実施例では記憶部20には、本撮影モードでの駆動により作成された撮影画像デー
タ52、すなわち本撮影画像データも記憶されている。なお本実施例では１つの記憶部20に
、証明写真における画像の寸法や、この画像における顔画像の位置等に関する情報66、68
と、本撮影によって作成された本撮影画像データとが一緒に記憶されているが、発明はこ
れに限定するわけではなく、別々の記憶部にそれぞれを記憶することも可能である。例え
ば、本撮影データは被写体ごとにフレキシブルディスク等の外部記憶手段に記憶し、証明
写真における画像の寸法やこの画像における顔画像の位置等の情報66、68は、処理装置32
の記憶部20に記憶しておくことも可能である。なお本発明はこれに限定するわけではなく
、任意のやり方を採用することが可能である。
【００２３】
　図１、図２に戻って、画像編集部22は、記憶部20に記憶されている画像の寸法、および
画像における顔画像の位置等の情報66、68ならびに操作部12を介して入力された２つの基
準点を基にして、本撮影モードでの駆動により作成された本撮影画像データを編集して、
記憶部20に記憶されている所定の規格に沿った編集画像データ96を作成するものである。
より具体的に説明すると、本実施例では画像編集部22は、記憶部20に記憶されている画像
の寸法、および画像における顔画像の位置等の情報66、68、ならびに操作部12を介して入
力された２つの基準点を基にして倍率を算出し、この倍率で本撮影モードでの駆動により
作成された本撮影画像を拡大、または縮小、すなわちいわゆるリサイズし、被写体30の顔
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画像が所定の大きさで所定の位置に位置するように本撮影画像をトリミングして、作成す
るべき証明写真の規格に沿った編集画像を作成している。
【００２４】
　なお本実施例では画像編集部22は、リサイズおよびトリミングという編集作業を行って
いるが、本発明はこれに限定するわけではなく、任意の編集作業を行うことが可能である
。例えば、画像のトーン等の変更や、背景の色の変更や、背景に写ってしまったものの削
除等の編集を行ってもよい。なお本発明はこれに限定するわけではない。画像編集部22に
よって作成された編集画像データ96は、印刷部24へ送られる。なおこの際、画像編集部22
は編集画像データ96を記憶部20に記憶してもよい。このとき、編集前の本撮影画像データ
に編集後の編集画像データを上書きして記憶してもよいし、また編集前の本撮影画像デー
タとは別に編集画像データを記憶してもよく、任意のやり方を採用することが可能である
。なお本発明はこれに限定するわけではない。
【００２５】
　また画像編集部22は、画像編集を行うことができれば、任意のやり方で実現することが
可能であり、例えば本実施例のように所定のプログラムを処理装置にインストールするこ
とで実現してもよいし、また例えば画像編集用の演算回路を組むことによって実現するこ
とも可能である。なお本発明はこれに限定するわけではない。
【００２６】
　印刷部24は、制御部14によって制御され、編集画像データ96を紙等の印刷媒体に印刷す
るものである。印刷部24は公知のものであってよく、例えば本実施例では、印刷部24は、
処理装置32とケーブル100を介して接続している公知のプリンタ102であって、処理装置32
からケーブル100を介して送られてくる編集画像データ96を所定の用紙、すなわち本実施
例では写真用の紙104に印刷している。なお印刷部24は、編集画像の他に、任意のものを
印刷すること可能であり、例えば、本実施例では、写真用の紙104に作成日時等を印刷し
ている。なお本発明はこれに限定するわけではない。
【００２７】
　なお印刷部24は、本実施例のように１つであることに限定するわけではなく、複数あっ
てもよく、例えば、作成する証明写真の種類によって印刷部24を選択するようにしてもよ
い。また印刷部は、編集画像を単色で印刷してもよいし、複数の色で印刷、すなわちカラ
ー印刷を行ってもよい。また、編集画像データ96を印刷部24に供給することが可能であれ
ば、本実施例のように処理装置32にケーブル100を介して接続されていなくてもよく、例
えばインターネットやローカルエリアネットワーク(LAN)等によって無線で接続されてい
てもよいし、または処理装置32と接続されずに、例えば外付けの記憶媒体等を介して印刷
部24へ編集画像データを供給するようにしてもよい。さらに印刷部24は、作成する画像に
応じて任意の印刷装置であってよく、例えばカードプリンタのように、所定のカード、例
えば樹脂を含むカード、典型的には、ポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride; PVC)製のカ
ード等に印刷する印刷装置であってもよい。なお本発明はこれに限定するわけではない。
【００２８】
　以上のような構成の画像作成システム10は、例えば証明写真を撮影する写真店、または
パスポートや運転免許証申請機関のように、店員や職員が操作部を操作することによって
被写体30の顔写真を撮影する環境に適用することができる。なお本発明はこれに限定する
わけではなく、例えば被写体30自身が操作者となって撮影を行う、いわゆる自動撮影にも
本発明を適用することが可能である。この場合、操作部12は被写体30がより操作しやすい
タッチパネル等のほうが好ましいが、本発明はこれに限定するわけではない。さらに本発
明を、すでに被写体30が写っている写真やフィルム等から、証明用の画像を切り出して証
明写真とする場合に応用することも可能である。
【００２９】
　図４は、図１、２に示す画像作成システム10を用いて撮影を行って証明写真を作成する
処理手順の一例を概略的に示した流れ図である。なお被写体30自身が操作者になる場合や
、すでに撮影により作成された画像から所定の部分を切り出して証明写真とする場合であ
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っても、実質的に図４と同様の処理が行われるため説明を省略する。例えば、すでに作成
された画像から所定の部分を切り出す場合では、操作者28または被写体30本人が、操作部
12を使って切り出す顔画像の基準点を特定するようになる。
【００３０】
　図４に示す例では、撮影部16が操作部12からの操作によって予備的な撮影モードで駆動
されて表示部18に被写体30の顔画像がスルー画像表示されると、操作者28が操作部12を介
して表示された顔画像における所定の基準点を特定し、本撮影モードでの駆動の指示と共
に特定した基準点の読み込みを開始させる。その後、画像編集部22が記憶部20に記憶され
ている、作成するべき画像の寸法、および顔画像の位置等に関する情報66、68と、読み込
むことによって入力された基準点とを基にして、本撮影画像データを必要な大きさにリサ
イズすると共に、本撮影画像から必要な領域をトリミングして編集画像データ96を作成し
、印刷部24が編集画像データ96を所定の用紙に出力する。以下、詳細に説明する。
【００３１】
　図４において、操作者28によって操作部12を介して処理装置32に撮影開始の旨の操作信
号40が入力されると、制御部14が被写体30の撮影を開始するよう撮影部16に制御信号48を
供給し、撮影部16が撮影を行って撮影画像データ52を作成する（ステップS10）。このと
きの撮影は、記憶部20に1枚の画像として記憶されない予備的な撮影であり、表示部18に
この予備的な撮影で得られた一連の被写体30の顔画像110が、例えば図５に示すように動
画として表示される。
【００３２】
　表示部18に被写体30の顔画像110が動画として表示されると、操作者28は、操作部12を
介して被写体30の顔画像110における基準点を特定する（ステップS12）。図４に示す例で
は、特定する基準点は２つあり、図５に示すように、一つ目は顔画像110における頭部の
頂点116、すなわち頭部と背景との境目のうち最も上にある点である。また二つ目は顔画
像110における顎の先端118、すなわち、顎と首との境目のうち最も下にある点である。な
お本実施例では、頭部の頂点116と顎の先端118とを基準点としているが、本発明はこれに
限定するわけではなく、画像編集部22における処理に応じて任意の点を基準点とすること
が可能である。例えば、目の位置と、顎の先端とを基準点とすることも可能である。さら
に２つの点に限定するわけではなく、基準点は２つ以上あればよい。
【００３３】
　操作者28はこのような２つの基準点を、図４に示す例では入力用図形を用いて特定する
。入力用図形は、表示部18に動画で表示されている顔画像110の上に重畳して表示され、
操作部12の操作と連動して画面上を自在に動く図形である。より具体的に説明すると本実
施例では、例えば図６に示すように、入力用図形は中央線120を有する縦長の楕円122であ
り、ホイールマウス44連動して動くポインタ124によってドラッグ・アンド・ドロップす
ることが可能であり、また図２に示すホイールマウス44のホイール126を動かすことによ
って、拡大または縮小することが可能である。なお本発明は、移動、拡大および縮小に限
定するわけではなく、例えば、入力用図形を回転させることも可能である。このように入
力用図形を回転可能にすることによって、顔が傾いている場合であっても対応することが
可能になる。
【００３４】
　また入力用図形は、一つ目の基準点と対応する対応点と、二つ目の基準点と対応する対
応点を有している。例えば本実施例では、一つ目の基準点は頭部の頂点116であるため、
入力用図形の中央線120と楕円122の交点のうち、上の点が一つ目の基準点と対応する対応
点128である。また二つ目の基準点は、顎の先端118であるため、入力用図形の中央線120
と楕円122の交点のうち、下の点が二つ目の基準点と対応する対応点130である。よって操
作者28は、図７に示すように、対応点128が１つ目の基準点、すなわち頭部の頂点116と重
なり、また対応点130が２つ目の基準点、すなわち顎の先端118と重なるように、ホイール
マウス44を用いて入力用図形を移動および、拡大または縮小して、基準点を特定する。こ
のように入力用図形を用いることによって複数の基準点を一度に容易に特定することが可
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能になる。
【００３５】
　なお本発明は、入力用図形を、図６、７に示すような楕円状の図形に限定するわけでは
なく、基準点と対応する対応点を有していれば任意の形状を入力用図形として採用するこ
とが可能である。また入力用図形における対応点も、基準点をどこにするかに応じて、任
意の点にすることが可能である。例えば入力用図形を、図８に示すような、上下方向に伸
びた矢印136にしてもよい。この場合では、１つ目の基準点と対応する対応点は、図８に
示す矢印136の上端138であり、２つ目の基準点と対応する対応点は図８に示す矢印136の
下端140である。
【００３６】
　また例えば、図９に示すように、例えば、矢印150、円形152、楕円154、台形156、およ
び三角形158の入力用図形を表示部の表示画面26に表示しておき、被写体30の顔の形に応
じて、操作者28が操作部12を介して選べるようにしてもよい。なお本発明はこれらの例に
限定するわけではない。なお入力用図形は、中央線120を有していなくてもよいが、中央
線120を有していたほうが、例えば図10に示すように、被写体30の顔が傾いていることを
容易に判断することが可能になり、また本実施例のように顔の中央が写真の中央に位置し
なければならない場合等に、顔の中央の特定を容易に行うことが可能になる。
【００３７】
　このような入力用図形を、操作部12を介してどのように移動させたり、拡大または縮小
したりするかは、操作部12にどのような手操作装置を採用するかによって任意に設定する
ことが可能である。例えば、本実施例のように操作部にホイールマウス44を用いた場合で
は、ホイール126を動かすことによる拡大または縮小だけでなく、表示部18に拡大用のア
イコンと縮小用のアイコンを表示しておき、そこをクリックさせることで行うことも可能
である。また例えば、ジョイスティックを手操作装置として採用する場合では、拡大や縮
小を行う所定のボタン等を設けておき、これらのボタンを押すことで入力用図形の拡大、
縮小を行うようにしてもよい。
【００３８】
　また本発明は入力用図形を用いて基準点を特定することに限定するわけではなく、任意
のやり方を採用して基準点を特定することが可能である。例えば、マルチタッチスクリー
ン方式を採用することによって、操作者28が基準点と判断した複数の点を実質的に同時に
タッチして特定することも可能である。なお本発明はこれらの例に限定するわけではない
。
【００３９】
　図４に戻って、操作者28は、図７に示すように、入力用図形の対応点128、130が基準点
、すなわち頭部の頂点116、および顎の先端118にそれぞれ重なるように、入力用図形を被
写体30の顔画像に重ねると、処理装置32に本撮影モードで駆動する旨の指示を、操作部12
を介して制御部14へ入力する(ステップS14)。この入力は、任意のやり方を採用すること
が可能である。また基準点を特定する手操作手段と、本撮影モードで駆動する旨の指示を
入力する手操作手段とは、同じであってもよいし、異なっていてもよい。例えば本実施例
で説明すれば、表示画面26に「撮影」と書かれた操作ボタンを表示しておき、操作者28が
この操作ボタンをホイールマウス44でクリックすることで、本撮影モードで駆動する旨の
指示を制御部14へ入力してもよい。このように基準点を特定する際に用いる手操作装置と
同じ手操作装置、または、基準点を特定する際に用いる手操作装置と一体となって、また
は近傍にあって、操作者が容易に扱うことが可能な手操作装置を用いて本撮影モードで駆
動する旨の指示を入力することによって、１回の連続的な操作で、本実施例では、１回の
マウス操作で、基準点の特定と本撮影モードで駆動する旨の指示の入力とを行うことが可
能になり、作業負荷を減らして作業時間を短縮することが可能になる。
【００４０】
　なお本発明はこの例に限定するわけではなく、基準点を特定した手操作装置とは別の手
操作装置によって本撮影モードで駆動する旨の指示の入力を行うことも可能である。例え
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ば撮影部16を介して制御部14へ入力してもよい。具体的には、操作者28が実際に撮影部16
を操作する、すなわち本実施例ではデジタルカメラ54のシャッタボタンを押すことで、本
撮影モードで駆動する旨の指示を制御部14へ入力してもよい。なお本発明はこれらの例に
限定するわけではなく、任意のやり方を採用することが可能である。
【００４１】
　このとき本実施例では、本撮影モードで駆動する旨の指示の入力を契機として、すなわ
ち本撮影モードで駆動する旨の指示の入力と実質的に同時に、一つ目の基準点、および二
つ目の基準点の読み込みが開始され、処理装置32にそれぞれの位置座標データが入力され
る。このとき、被写体30が動いてしまうと特定した基準点がずれてしまうため、例えば操
作者28、処理装置32または撮影部16等によって「動かないでください」等の注意が発せら
れると好ましいが、本発明はこれに限定するわけではない。
【００４２】
　このように、本撮影モードで駆動する旨の指示が処理装置32に入力されることを契機と
して、それぞれの基準点の位置の読み込みも開始させることによって、操作者28の処理負
担を軽減することが可能になる。さらに基準点を特定するのと同じ手操作装置を用いて本
撮影モードで駆動する旨の指示を入力することによって、１回のマウス操作で、基準点の
特定、本撮影モードで駆動する旨の指示の入力、および基準点の読み込みを行うことが可
能になり、作業負荷をより減らすことが可能になって、作業時間をより短縮することが可
能になる。なお、本発明はこれに限定するわけではなく、例えば基準点の読み込み開始の
指示を別途入力することも可能である。
【００４３】
　本撮影モードで駆動する旨の指示が処理装置32またはデジタルカメラ54に入力されると
、本撮影モードでの駆動が行われてデジタルカメラ54のシャッタが切られる。このときデ
ジタルカメラ54は、他の公知の処理を行うことも可能であり、例えば自動的に焦点を合わ
せる自動焦点調整モードや、自動的に露出する自動露出調整モード等での駆動が本撮影モ
ードでの駆動と平行して行われてもよい。なお本発明はこれに限定するわけではない。本
撮影モードでの駆動によって作成された本撮影画像データは画像編集部22に供給される。
【００４４】
　また本撮影モードで駆動する旨の指示が処理装置32またはデジタルカメラ54に入力され
たことを契機として、基準点の読み込みが開始される。本実施例では、基準点の読み込み
は、本撮影画像における対応点128、130の位置座標データ、すなわち基準点の位置座標デ
ータを、各対応点128、130が位置する画素の位置座標から得ることで行われる。また本実
施例では、図11に示すように、顎の先端118、すなわち2つ目の基準点160を原点として扱
い、一つ目の基準点162の位置座標を取得している。よって、各基準点の位置座標データ
は、基準点160ではX座標、Y座標共にゼロであり、頭部の頂点116、すなわち一つ目の基準
点162では、X座標がゼロ、Y座標がY1となる。なお座標値Y1は、本実施例では、正の数で
ある。なお本発明はこれに限定するわけではなく、基準点160、162の位置座標は公知のや
り方を採用して得ることが可能である。このように得られた基準点160、162の位置座標デ
ータも画像編集部22に供給される。
【００４５】
　なお本実施例では、作成する証明写真の水平方向の中央と顔画像の水平方向の中央とを
実質的に一致させる必要があるため、顔画像の水平方向の中央点を特定する必要があるが
、本実施例では、中央線120を有する入力用図形を用いて基準点160、162を特定している
ため、基準点160、162がX軸方向に１直線状になって、顔の水平方向の実質的に中央を示
すようになる。つまり、入力用図形を用いて基準点を特定することによって、基準点160
、162を特定すると同時に顔の水平方向の中央も特定することが可能である。よって本実
施例では、顔の水平方向の中央の特定は、基準点160、162のX座標値を用いることで行う
ことが可能である。なお本発明はこれに限定するわけではなく、例えば基準点をタッチパ
ネルで入力する場合等であっても、顔の水平方向の中央、例えば鼻の頭等をさらに入力し
たり、得られた各基準点の座標値から水平方向の中央を算出することで、顔の水平方向の
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中央を得ることが可能である。
【００４６】
　本撮影モードでの駆動によって作成された本撮影画像データが画像編集部22に供給され
ると共に、本撮影画像における基準点160、162の位置座標データが画像編集部22に供給さ
れると、画像編集部22は、記憶部20から作成するべき画像の情報、すなわち作成するべき
画像の寸法や、作成するべき画像における顔画像の位置等の情報66、68を読み出し、顔の
大きさとして定められている値、すなわち本実施例では、34mmプラスマイナス2mmという
値と、基準点162から得られる顔の大きさ166、すなわち本実施例ではY1の値とを用いて本
撮影画像の倍率を計算し、本撮影画像を計算により得られた数で拡大、または縮小する。
なお本撮影画像の拡大または縮小には、公知のやり方を採用することが可能である。
【００４７】
　また画像編集部22は、頭部の頂点116、すなわち基準点162の位置座標データを基にして
、基準点162のY座標値、すなわちY1の値から所定の値分、本実施例では4mmプラスマイナ
ス2mmという値分、顔画像170よりも上側にトリミング枠の上辺172が位置するように、ト
リミング枠の上辺172の位置を設定し、またトリミング枠の上辺172の位置から所定の値分
、本実施例では、45mmという値分、下側にトリミング枠の下辺174の位置を設定する。さ
らに画像編集部22は、顔画像170の水平方向の中央の位置、具体的には、基準点160、162
のX座標値から所定の値分、本実施例では17mmプラスマイナス2mmという値分、図11におい
て左側にトリミング枠の左辺176の位置を設定し、このトリミング枠の左辺176の位置から
所定の値分、本実施例では35mmという値分、図11において右側にトリミング枠の右辺178
の位置を設定し、編集画像を作成する（ステップS16）。編集画像は、トリミング枠172～
178で囲まれた領域内の画像であり、この画像では所定の大きさで所定の位置に顔画像が
位置している。
【００４８】
　なお、作成された編集画像は、そのまま記憶部20に記憶されてもよいし、例えば倍率お
よびトリミング枠に関する情報のみを記憶部20に記憶しておくことも可能である。例えば
、本撮影画像データ、倍率、およびトリミング枠の各頂点の座標位置データを記憶部20に
記憶しておき、後段の印刷部24で出力する際に、これらのデータを用いて編集画像データ
96を作成して、印刷部24へ供給することも可能である。元の画像、倍率、トリミング枠等
のように編集画像データ96の作成に必要な情報を記憶しておくことで、編集画像データ96
そのもの、すなわちトリミング枠172～178内の画像データを記憶しておく場合と比較して
、記憶部20に記憶されるデータ量を少なくすることが可能になる。なお本発明はこれに限
定するわけではなく、任意のやり方を採用することが可能である。
【００４９】
　画像編集部22は、以上のようにして編集画像データ96を作成すると、編集画像データ96
を印刷部24へ供給する。印刷部24では、供給された編集画像データ96を自動的に公知のや
り方で写真用の紙104に出力し、証明写真を作成する（ステップS18）。編集画像データ96
の作成から印刷部24での印刷までを自動にすることによって、操作者28は、基準点の特定
と、本撮影モードでの駆動の指示のみを行えばよいため、操作者28の処理負担をより軽減
することが可能になる。なお本発明はこれに限定するわけではなく、例えば、作成された
編集画像データ96をいったん記憶部20や他の記録媒体等に保存しておき、必要なときに印
刷部24で出力することも可能である。また写真用の紙104には、編集画像が複数印刷され
ていてもよいし、１つだけであってもよい。例えば作成された編集画像データ96を公知の
やり方で複製することによって、複数の編集画像を紙104に形成することが可能になる。
【００５０】
　以上のようにして本発明による画像作成システム10では、被写体30の顔を撮影して、所
定の大きさの顔画像を用紙に自動的に出力する。よって本発明では、本撮影モードで駆動
した後に、本撮影画像データから自動的に顔画像を抽出して処理を行う場合と比較して、
複雑なプログラムを必要としないため、例えばプログラムの開発コストやメンテナンスコ
スト等の増加を防ぐことが可能になる。また入力用図形を用いることで、基準点および顔
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画像における水平方向の中央の位置を一度に特定することが可能になり、１回の操作で、
基準点および顔画像における水平方向の中央の位置を特定しながら本撮影モードでの駆動
を指示することが可能であるため、被写体の顔の撮影から印刷までを円滑に行うことが可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明による画像作成システムを概略的に示したブロック図である。
【図２】本発明による画像作成システムの使用環境の一例を概略的に示した図である。
【図３】証明写真の規格の一例を概略的に示した図である。
【図４】本発明による画像作成システムにおける処理手順の一例を概略的に示した流れ図
である。
【図５】本発明による画像作成システムにおける表示部の表示画面の出力の一例を概略的
に示した図である。
【図６】本発明による画像作成システムにおける基準点の特定の状況の一例を概略的に示
した図である。
【図７】本発明による画像作成システムにおける基準点の特定の状況の一例を概略的に示
した図である。
【図８】本発明による画像作成システムにおける入力用図形の一例を概念的に示した図で
ある。
【図９】本発明による画像作成システムにおける入力用図形の別の一例を概念的に示した
図である。
【図１０】本発明による画像作成システムにおける基準点の特定の状況の別の一例を概略
的に示した図である。
【図１１】本発明による画像作成システムにおける倍率の計算およびトリミング枠の設定
処理の一例を概略的に示した図である。
【符号の説明】
【００５２】
　10　画像作成システム
　12　操作部
　14　制御部
　16　撮影部
　18　表示部
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